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No.840 2023 年 12 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

移
住
・
定
住
応
援
補
助
金

ほ
か

　町では、次代を担う若者世代の移住・定住を応援するため、町内に住宅などを購入またはリフォーム

をされた方を対象に、補助金の交付（事業費の１／２・最大２００万円）また、資金借入に対する利子

補給（借入利率の１／２・年額最大３０万円・３６か月）を行っています。さらに、町内事業者の利用

および、地場木材の活用で各１０万円分奥多摩町商業協同組合商品券を上乗せで最大２２０万円分交付。

　町内金融機関（西東京農業協同組合古里支店・青梅信用金庫奥多摩支店）利用の場合、最大３３万円

利子を補給します。

【年齢要件】　　

① ４５歳以下の夫婦

② 子ども（高校生以下（満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの

　 間にある者））がいる世帯

③ ３５歳以下の者

＊年齢要件以外にも、対象要件などがあります。詳しくはお問い合わせください。

※問い合わせ・相談窓口は、若者定住推進課　☎８３－２３１０

移住・定住応援補助金をご活用ください

“ごみを減らす１０アクション”
パソコンや小型家電は正しいリサイクルをお願いします

～リチウム電池は発火の危険があります～

　多くの充電式の小型家電（モバイルバッテリー・ハンディ扇風機・

電動歯ブラシ・加熱式たばこなど）には、リチウムイオン電池が使

用されています。リチウムイオン電池は、過度な力が加わると激し

く発熱・発火し、大変危険です。広報おくたま８月号でもお知らせ

しましたが、西秋川衛生組合でも発火事故が急増しています。幸い

奥多摩町では、リチウムイオン電池内蔵の製品の収集は、トラック

を使用していることから、発火事故は起こっておりませんが、他の

自治体では、写真のような発火事故が収集時に発生しています。

　＜火災を防ぐポイント＞

　① 充電できる家電製品を処分する際は、製品の取扱説明書をよく

　　 確認する。

　② リチウムイオン電池が使われている製品、または、リチウムイ

　　 オン電池内蔵かわからないが、電池だけを取り外すことが出来

　　 ない製品をごみとして出す場合は、「使用済小型電子機器」ま 

     たは「有害ごみ」の日に出してください。

＊パソコンや小型家電は有用な金属を含んでいます。住民・事業者のみなさんには、小型家電リサイクル

　法などに基づく適正なリサイクルをお願いいたします。

 

東京消防庁管内におけるリチウムイオン電池が起因の清掃車火災件数の推移件

（▼画像・グラフ提供：東京消防庁）

※問い合わせは、環境整備課　☎８３－２３６７
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公営住宅の入居者募集

【入居要件】　

　① 公募時現在、申し込み者本人が奥多摩町内に居住しており、住民基本台帳に記載されていること。

　　 または公募時現在、奥多摩町所在の同一勤務場所に正規に雇用され、勤務していること。

　② 収入月額（同居親族に収入がある場合は合算）が１５万８千円（使用者が身体障害者である場合

　　 は２１万４千円）以下であること。

　③ 現に同居し、または同居しようとする親族（内縁および婚約者を含む）のあること。

　④ 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

　⑤ 公団、公社、都営、公営、町営住宅などの公的な住宅の使用名義人、自家所有者（同居親族も含

　　　む）は、原則として申し込むことが出来ません。

【申込期限】 随時募集中

【申込書配布場所】 役場環境整備課（地下 1階）・古里出張所（子ども家庭支援センター）

【注意点】＊募集要項および申込用紙については、町ホームページでも掲載しております。

　　　　 ＊入居要件などについては、上記のほか様々な条件がありますので、よくお確かめください。

【入居予定日】 必要書類を提出完了後

【募集物件】

〔公営日向住宅〕　 募集戸数 ４戸

  奥多摩町氷川８４番地２（奥多摩駅徒歩約２０分）

　建　物：耐火構造２階建　３Ｋ（床面積：７０．１０㎡）

　住宅使用料： 入居する棟や前年度の世帯の所得により決定します。

　共益費：５００円／月　駐車場使用料：２，４００円／月（空き状況により使用可）　　　

※問い合わせは、環境整備課　☎８３－２３６７

医療券（気管支ぜん息）の

更新を忘れずに

～ 大 気汚染医療費助成制度 ～

　都内に１年（３歳未満は６か月）以上在住の１８

歳未満で気管支ぜん息等に罹患 (りかん )している

など、要件を満たす方に対して、認定疾病に係る医

療費（保険適用後の自己負担分）を助成しています。

　有効期間満了後も引き続き助成を受けるために

は、有効期間満了の１か月前を目安に保健福祉セン

ターの窓口で更新手続きを行ってください。

　桃色の医療券をお持ちの方は、有効期間満了まで

に更新手続きを行わない場合、資格喪失となり再度

認定を受けられなくなります。

※問い合わせは、保健医療局環境保健衛生課　

　　　　　　　　☎０３－５３２０－４４９１

　　　　　　　　福祉保健課　☎８３－２７７７

受験生チャレンジ

支援貸付事業
　東京都では、一定所得以下の世帯の子ども

を対象に、「受験生チャレンジ支援貸付事業」

を実施しています。

　高等学校や大学など各種学校への受験料や

学習塾の授業料を無利子にて貸付し、対象と

なる世帯の子どもの教育機会の確保を図る事

業です。

入学した場合には返済が免除 ( 償還免除 )

されます。

　申し込みに際しては、対象要件などがあり

ますので、事業の詳細な内容についてはお問

い合わせください。

※申し込み、問い合わせは、

　　　社会福祉協議会　☎８３－３８５５
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　② 収入月額（同居親族に収入がある場合は合算）が１５万８千円（使用者が身体障害者である場合
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　③ 現に同居し、または同居しようとする親族（内縁および婚約者を含む）のあること。

　④ 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

　⑤ 公団、公社、都営、公営、町営住宅などの公的な住宅の使用名義人、自家所有者（同居親族も含
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【申込期限】 随時募集中

【申込書配布場所】 役場環境整備課（地下 1階）・古里出張所（子ども家庭支援センター）

【注意点】＊募集要項および申込用紙については、町ホームページでも掲載しております。
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